
７安田町公告第 23号 

 

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、安田町財務規則（令和６年規則第２号。以

下「規則」という。）第 91条の規定により公告する。 

 

 

令和７年 10月６日 

 

 

安田町長  黒岩 之浩     

 

 

 

第１ 入札に付する事項 

 

１．件 名   地域おこし協力隊活動用公用車リース業務 

  

２．契約の内容    別紙仕様書のとおり  

 

３．賃貸借期間    納入日から４年（48ヶ月） 

 

４．納 入 場 所   安芸郡安田町大字安田 1850番地 安田町役場駐車場 

 

５．納 期   令和８年２月１日まで 

 

６．最低制限価格   設定しない 

 

７．入札保証金   免除 

 

第２ 入札に参加する者に必要な資格等 

 

入札参加者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

 

１．地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。なお、

被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第１

項の規定に該当しないものとする。 

 

２．破産法（平成 16年法律第 75号）による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14年法律第 154

号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）による再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

 

３．仕様書を満たす物品を納期までに確実に納入し得る者。 



 

４．高知県内に本社または支社（支店・営業所等）を有し、車両故障時に１時間程度で初動対応が可能な

者。 

 

５．国税及び地方税を滞納していない者。 

 

６．本公告内容及び仕様書、契約内容等を確認・理解し、承諾した者。 

 

７．入札参加者が、入札日までに上記１～６の条件を満たさなくなったとき、或いは満たさないことが判

明したときは、入札参加資格を認めない。 

 

第３ 入札参加資格確認申請書等の提出 

 

１．参加資格確認申請書等の提出 

入札参加希望者は、申請書及び入札参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）を提出し、入札参

加資格の確認を受けなければならない。申請書及び確認資料を提出しない者は、入札に参加できない。 

 

２．提出期限 

公告の日から令和７年 10月 15日(水)まで 

＊平日の午前８時 30分から午後５時 00分までとする。 

 

３．提出場所及び契約条項等を示す場所 

安芸郡安田町大字安田 1850番地 安田町役場地域創生課 

 

４．提出方法等 

(１) 申請書及び確認資料は持参により提出するものとし、郵便等による送付又は電送によるものは受

け付けない。 

(２) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。 

(３) 申請書及び確認資料の作成及び提出等に係る費用は、申請者の負担とする。 

(４) 入札参加希望者から提出された申請書及び確認資料は、公表しない。 

 

５．提出書類 

(１) 一般競争入札参加申請書 

   ＊ホームページからダウンロード可能 

(２) 確認資料 

① 納税証明書（公告日以降に発行した原本又はその写し） 

    国 税：その３の３（法人） 

    地方税：完納証明書又は滞納のないことの証明書  

※県税及び市町村税両方の証明が必要。課税がない場合はその旨の申立書を提出する

こと 

 

６．提出部数 



上記の項(１)～(２)について、各書類を１部提出とする。 

 

７．入札参加資格に係る通知 

入札参加資格の有無を決定し、令和７年 10月 17日（金)に郵送により通知する。 

 

 ８．質問及び回答について 

   受付期間：一般競争入札参加資格申請書提出日から令和７年 10月 17日（金）まで 

   質問方法：書面（任意様式）の提出に限る。持参のほか、郵送及びＦＡＸでの提出も可能とする。 

   回答方法：令和７年 10月 20日（月）までに入札参加資格者全員にＦＡＸにより通知する。 

 

第４ 入札等 

 

１．入札の日時 

令和７年 10月 22日(水) 午前 10時 00分 

 

２．入札の場所 

安芸郡安田町大字安田 1850番地 安田町役場 １階会議室 

  

３．入札の方法 

(１) 入札書については、当日会場にて配布する。したがってその場で記載・押印後投函となることか

ら、印鑑等を忘れないこと。（入札書を持参しても使用することはできない。） 

(２) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとし、提出しない者は入札に参加で

きない。 

(３) 開札をした場合において落札者がいない場合には、再度の入札を行う。この場合において、再度

の入札は直ちにその場で行う。なお、再度の入札は２回までとする。 

(４) 入札書に記載する金額は、賃貸借期間中（48ヶ月）の総額とすること。 

(５) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100分の 10に相当する額を加算した金額を

もって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

４．開札 

入札後、直ちに開札する。 

 

５．入札の無効 

(１) 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

  (２) 委任状を持参しない代理人のした入札 

  (３) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札 

  (４) 入札者の記名及び押印を欠く入札 

  (５) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札 

  (６) 明らかに談合によると認められる入札 

  (７) 同一事項の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

  (８) 所定の入札箱に投かんしなかった入札 



  (９) その他入札に関する諸条件に違反した入札 

 

第５ 落札者の決定方法 

 

１．落札者の決定方法 

(１) 予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。 

(２) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、くじにより第１順位の落札候

補者を決定する。 

 

第６ 契約の締結 

 

１．落札者は、落札決定の日から 10日以内（土日祝日及び閉庁日を含む。）に交付された契約書に記名押

印し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場

合はこの限りでない。 

 

２．落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札決定を取り消す。 

 

３．契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、本件に係る契約については、附

帯条件付きの仮契約書に契約当事者双方が記名押印して仮契約を締結し、契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 39年条例第 13号）の定めるところにより、安田町議会の議決を経た後に、落

札者等に効力発生通知を行うことにより本契約として確定する。 

 

４．契約締結及び契約履行に関する一切の費用は、全て落札者の負担とする。 

 

５．その他、契約内容の詳細については、別紙「賃貸借契約書（案）」に示すとおりとし、契約締結前に必

要に応じて発注者と受注者の協議により調整するものとする。 

  

第７ その他 

 

１．入札参加者は、本公告のほか、安田町財務規則及び安田町指名競争入札心得等の内容を遵守しなけれ

ばならない。 

 

２．この入札及び契約においては、消費税及び地方消費税の合計税率 10％を適用する。 

 

第８ 問合せ先 

 

安田町役場地域創生課 

〒781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田 1850番地 

電話番号：0887-38-6713  ＦＡＸ番号：0887-38-6723 


